
那須塩原市省エネ家電購入促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　この告示は、那須塩原市補助金交付規則（平成１７年那須塩原市規則第５

１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、省エネ家電購入促進事業補

助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（交付の目的）

第２条　この補助金は、省エネ家電を購入する者に対し、その購入に要する費用の

一部を補助することにより省エネ家電の普及を促進し、もって家庭におけるエネ

ルギー費用負担の軽減及び温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的とする。

（定義）

第３条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

⑴　省エネ家電　エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器及び

テレビジョン受信機をいう。

⑵　多段階評価点　エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活

動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うこと

ができる事業者が取り組むべき措置（平成１８年経済産業省告示第２５８号）

において定められた式により算出されたものをいう。

⑶　省エネ基準達成率　日本産業規格Ｃ９９０１に定められた式により算出され

たものをいう。

（補助対象者）

第４条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号の全ての要件を満たすものとする。

⑴　市内に住所を有している個人であること。

⑵　本人及びその同一世帯に属する者いずれもが、補助金の交付決定を受けてい

ないこと。

（補助対象設備）

第５条　補助の対象となる設備（以下「補助対象設備」という。）は、省エネ家電

のうち、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

⑴　購入日時点において、別表第１の補助対象設備欄に掲げる区分に応じ、それ



ぞれ同表要件欄に掲げる全ての要件を満たすものであること。

⑵　令和５年１１月１日から令和６年２月２９日までの間に、市内の事業所から

購入し、かつ、補助金の交付を受けようとする者が居住する市内の住居に設置

した製品であること。ただし、当該製品が新品でない場合には、補助の対象か

ら除くこととする。

（補助金の額等）

第６条　補助金の額は、別表第２に定める額とする。ただし、申請額の合計（補助

金を交付しないものと認めたものを除く。）が予算額に達した日をもって受付を

終了するものとする。

２　補助金の交付の回数は、補助対象者が属する世帯につき１回限りとし、前項に

定める補助金の額は、１度の支払において購入した補助対象設備の税抜価格の合

計額により算出するものとする。

（交付申請書及び実績報告書）

第７条　規則第４条及び第１２条の規定にかかわらず、補助金の交付申請書及び実

績報告書は、省エネ家電交付申請書兼実績報告書（様式第１号）とし、次の各号

に定める書類を添えるものとする。

⑴　購入した補助対象設備の税抜価格及び支払が完了していることを確認できる

書類

⑵　購入した事業所の所在地が確認できる書類

⑶　購入した補助対象設備のメーカー又はブランド、機種名及び型式が確認でき

る書類

⑷　補助対象設備の設置状況が確認できる写真

⑸　その他市長が必要と認める書類

（交付（不交付）決定通知書及び補助金額の確定通知書）

第８条　規則第５条及び第１５条の規定にかかわらず、補助金の交付決定通知書及

び補助金額の確定通知書は、省エネ家電購入促進事業補助金交付決定兼額の確定

通知書（様式第２号）とし、補助金の不交付決定通知書は、省エネ家電購入促進

事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）とする。

（決定の取消し）

第９条　市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他の不正の手段により補助金



の交付の決定を受けたとき、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付し

た条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。

２　前項の規定は、規則第１５条の規定による補助金の額の確定があった後におい

ても適用するものとする。

（書類の保管期間）

第１０条　規則第２０条第２項の規定により市長が別に定める証拠書類を整理保管

しておかなければならない期間は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度終

了後から５年とする。

（その他）

第１１条　この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項について

は、市長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この告示は、令和５年１２月１日から施行する。

（この告示の失効）

２　この告示は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし第９条及び第

１０条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表第１（第５条関係）

補助対象設備 要件

エアコンディショナー及び電気冷蔵庫 多段階評価点２以上かつ省エ

ネ基準達成率１００％以上

電子レンジ、炊飯器及びテレビジョン受

信機

省エネ基準達成率１０５％以

上

別表第２（第６条関係）

購入した補助対象設備の税抜価格の合計額 補助金の額

２万円以上５万円未満 ５，０００円



５万円以上１０万円未満 １０，０００円

１０万円以上１５万円未満 ２０，０００円

１５万円以上 ３０，０００円


